
≪ 後期高齢者医療療養費支給申請書の入力についての説明 ≫ 

≪初期設定での入力について≫ 

   

１．初期設定の左上の施術者登録番号の欄は、施術者登録番号がわかるまでは空白のままです。 

（登録番号の送付は各都道府県によって違いますので各師会で確認して下さい） 

２．右上の欄外番号は各都道府県によって違いますので各師会で確認して下さい。 

 

 

 

３．初期設定の右下の「後期高齢続柄印刷」「後期高齢被保険者氏名印刷」のチェック欄は、 

  各都道府県によって違いますので確認をしてチェックをして下さい。 

 

≪レセプト記入について≫ 

記入例：新規で後期高齢のレセプトを作成する場合は、下記の例の様に記入して下さい。 

 



１．保険の種類・施術録の保険の種類は「後期高齢」をクリック。 

２．「一部負担金」・「負担割合」は保険証の通りに選択して下さい。負担割合は給付種別    

コードの数字に反映されます。○が入る様になりました。 

３．被保険者証の「記号」欄は記入しません。「番号は」被保険者番号8桁を入力して下さい。 

４．「被保険者」及び「資格取得年月日」の欄は、記入して下さい。 

５．「区市町村名称」には「東京都」「愛知県」等と、都・府・県まで記入して下さい。 

「療養を受ける者」の欄も記入して下さい。 

６．「保険者」の名称は、「東京都後期高齢者医療広域連合」「愛知県後期高齢者医療広域連合」

等と記入して下さい。 

７．「保険者」の番号は、「39を除いた保険証の保険者番号」を記入します。 

    例・・板橋区の場合 39131198 ですが、39は最初から印刷されていますから 

       39を除いた 131198を記入して下さい。 

      港区 39131032 → 131032  調布市 39132089 → 132089 

＊  


